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再評価諮問箇所個別資料 
 

農山漁村課 県営クリーク防災機能保全対策事業 等 
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 １ 公共事業再評価諮問箇所一覧表、B/C の考え方 
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・ 公共事業再評価諮問箇所「継続」理由書等    
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①  県営クリーク防災機能保全対策事業 

（佐賀市東部地区） Ｐ３～ 



②  県営クリーク防災機能保全対策事業 

（佐賀市南東部地区）  Ｐ１１～ 

③  県営クリーク防災機能保全対策事業 

（佐賀市南部地区）   Ｐ１９～ 

④  県営クリーク防災機能保全対策事業 

（小城地区）      Ｐ２７～ 

⑤  県営クリーク防災機能保全対策事業 

（大詫間地区）     Ｐ３５～ 

⑥  県営クリーク防災機能保全対策事業 

（千代田中央３期地区） Ｐ４３～ 

⑦  県営地盤沈下対策策事業 

（佐賀中部地区）    Ｐ５１～ 
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  様式イ 

令和３年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 

 （課名：農山漁村課 ） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営クリーク防災機能保全対策事業 

佐賀市東部地区 

継続・中止理由 本地区のクリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、

大雨時は洪水を一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減す

る洪水調節機能など、多面的機能を有している。 

しかし、クリーク（土水路）は経年変化や水位変動により法

面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路の通行が危険な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下により湛水被害が発生している状況であ

る。 

このため、これらを解消するために当事業により護岸整備

（木柵工）を平成 24 年度より実施している。 

事業の進捗は、令和２年度末で 61％となっており、営農や

通行における安全性の確保及び湛水被害の防止のためには、事

業の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【総便益】（Ｂ）            ３０，５９４百万円  

 （内 訳）  

  ○作物生産効果           ８，１７９百万円  

  ○営農経費節減効果       ２，０５８百万円  

  ○維持管理費節減効果       △９３３百万円  

  ○災害防止効果      ２０，２００百万円  

 ○国産農産物安定供給効果  １，０９０百万円 

  

【総費用】（Ｃ）            ２４，４３９百万円 

  

総費用総便益比（Ｂ/Ｃ）  

３０，５９４／２４，４３９ ＝  １．２５  

備  考  
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様式１  
令和３年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
 

番号 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

備考 

 
 
 

県営クリーク
防災機能保全
対策事業 
 
佐賀市東部地
区 
 
事業主体：県 
 
事業地：佐賀市
兵庫町、巨勢町 
 
 
 

本地区のクリークは、
農業用水を貯留・送水す
る機能のほか、大雨時は
洪水を一時的に貯留し、
周辺地域の湛水被害を
軽減する洪水調節機能
など、多面的機能を有し
ている。 
しかし、クリーク（土

水路）は経年変化や水位
変動 に よ り法 面 の浸
食・崩壊が進行し、水路
内に土砂が堆積してい
る状況であり、農作業や
隣接道路の通行が危険
な状態であるとともに、
洪水調節機能の低下に
より湛水被害が発生し
ている状況である。 
 このため、当事業によ
り護岸整備（県産木材に
よる木柵工）を行い、浸
食・崩壊を防止し、一時
貯留機能を回復するこ
とで湛水被害を防止し、
併せて農作業や道路通
行が安全安心に行える
ようにすることを目的
とする。 
 
 
 

○本事業 
事業費 ：3,675.7百万円 
工期   ：H24～R6(13年) 
受益面積：840.8ha 
事業量     
・農業用用排水路工 
(木柵工) 
          L=36,697m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和2年度末進捗率：61％ 
（事業費ベース）  
  
（年平均進捗率：7％） 
 
 
 
 
 

・受益面積は、事業採択
時（平成24年）の842.8ha
から農地転用により現在
は840.8haへ減少してい
る。 
 
 
 
 
 
 
 

B/C＝1.25  
  
費用対効果の要
因の大きな変化
なし。 
 
 
 
 
 
 

（コスト縮減） 
 
・掘削土は盛土と
して流用し、現場
外への搬出（残土
処分）は最小限に
とどめる。 
 
・木柵工による護
岸整備を採用する
ことで、県内間伐
材の有効活用を図
る。 
 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 

事業採択後、 
10年間経過 
 
 
 
 
 
 

継続  
 （理由） 
当初から事業の
必要性は変わっ
ておらず、国営
事業と一体とな
って事業効果を
発現するもので
あることから事
業を継続した
い。 
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  様式イ 

令和３年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 

 （課名：農山漁村課 ） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営クリーク防災機能保全対策事業 

佐賀市南東部地区 

継続・中止理由 本地区のクリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、

大雨時は洪水を一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減す

る洪水調節機能など、多面的機能を有している。 

しかし、クリーク（土水路）は経年変化や水位変動により法

面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路の通行が危険な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下により湛水被害が発生している状況であ

る。 

このため、これらを解消するために当事業により護岸整備

（木柵工）を平成 24 年度より実施している。 

事業の進捗は、令和２年度末で 95％となっており、営農や

通行における安全性の確保及び湛水被害の防止のためには、事

業の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【総便益】（Ｂ）            ５３，１７２百万円  

 （内 訳）  

  ○作物生産効果           ９，３６４百万円  

  ○営農経費節減効果       ２，０６２百万円  

  ○維持管理費節減効果     △１，７３３百万円  

  ○災害防止効果      ４２，２７８百万円  

 ○国産農産物安定供給効果  １，２０１百万円 

  

【総費用】（Ｃ）            ３５，２１２百万円 

  

総費用総便益比（Ｂ/Ｃ）  

５３，１７２／３５，２１２ ＝  １．５１  

備  考  
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様式１  
令和３年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
 

番号 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

備考 

 
 
 

県営クリーク
防災機能保全
対策事業 
 
佐賀市南東部
地区 
 
事業主体：県 
 
事業地：佐賀市
北川副町、諸富
町 
 
 
 

本地区のクリークは、
農業用水を貯留・送水す
る機能のほか、大雨時は
洪水を一時的に貯留し、
周辺地域の湛水被害を
軽減する洪水調節機能
など、多面的機能を有し
ている。 
しかし、クリーク（土

水路）は経年変化や水位
変動 に よ り法 面 の浸
食・崩壊が進行し、水路
内に土砂が堆積してい
る状況であり、農作業や
隣接道路の通行が危険
な状態であるとともに、
洪水調節機能の低下に
より湛水被害が発生し
ている状況である。 
 このため、当事業によ
り護岸整備（県産木材に
よる木柵工）を行い、浸
食・崩壊を防止し、一時
貯留機能を回復するこ
とで湛水被害を防止し、
併せて農作業や道路通
行が安全安心に行える
ようにすることを目的
とする。 
 
 
 

○本事業 
事業費 ：988.7百万円 
工期   ：H24～R5(12年) 
受益面積：793.8ha 
事業量     
・農業用用排水路工 
(木柵工) 
          L=17,490m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和2年度末進捗率：95％ 
（事業費ベース）  
  
（年平均進捗率：11％） 
 
 
 
 
 

・受益面積は、事業採択
時（平成24年）の798.9ha
から農地転用により現在
は793.8haへ減少してい
る。 
 
 
 
 
 
 
 

B/C＝1.51  
  
費用対効果の要
因の大きな変化
なし。 
 
 
 
 
 
 

（コスト縮減） 
 
・掘削土は盛土と
して流用し、現場
外への搬出（残土
処分）は最小限に
とどめる。 
 
・木柵工による護
岸整備を採用する
ことで、県内 
 間伐材の有効活
用を図る。 
 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 

事業採択後、 
10年間経過 
 
 
 
 
 
 

継続  
 （理由） 
当初から事業の
必要性は変わっ
ておらず、国営
事業と一体とな
って事業効果を
発現するもので
あることから事
業を継続した
い。 
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  様式イ 

令和３年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 

 （課名：農山漁村課 ） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営クリーク防災機能保全対策事業 

佐賀市南部地区 

継続・中止理由 本地区のクリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、

大雨時は洪水を一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減す

る洪水調節機能など、多面的機能を有している。 

しかし、クリーク（土水路）は経年変化や水位変動により法

面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路の通行が危険な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下により湛水被害が発生している状況であ

る。 

このため、これらを解消するために当事業により護岸整備

（木柵工）を平成 24 年度より実施している。 

事業の進捗は、令和２年度末で 64％となっており、営農や

通行における安全性の確保及び湛水被害の防止のためには、事

業の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【総便益】（Ｂ）            ５９，７００百万円  

 （内 訳）  

  ○作物生産効果          １６，０１８百万円  

  ○営農経費節減効果       ３，５４７百万円  

  ○維持管理費節減効果     △３，２０１百万円  

  ○災害防止効果      ４２，２１３百万円  

 ○国産農産物安定供給効果  １，１２３百万円 

  

【総費用】（Ｃ）            ５７，１３６百万円 

  

総費用総便益比（Ｂ/Ｃ）  

５９，７００／５７，１３６ ＝  １．０４  

備  考  
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様式１  
令和３年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
 

番号 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

備考 

 
 
 

県営クリーク
防災機能保全
対策事業 
 
佐賀市南部地
区 
 
事業主体：県 
 
事業地：佐賀市
本庄町、西与賀
町、東与賀町 
 
 
 

本地区のクリークは、
農業用水を貯留・送水す
る機能のほか、大雨時は
洪水を一時的に貯留し、
周辺地域の湛水被害を
軽減する洪水調節機能
など、多面的機能を有し
ている。 
しかし、クリーク（土

水路）は経年変化や水位
変動 に よ り法 面 の浸
食・崩壊が進行し、水路
内に土砂が堆積してい
る状況であり、農作業や
隣接道路の通行が危険
な状態であるとともに、
洪水調節機能の低下に
より湛水被害が発生し
ている状況である。 
 このため、当事業によ
り護岸整備（県産木材に
よる木柵工）を行い、浸
食・崩壊を防止し、一時
貯留機能を回復するこ
とで湛水被害を防止し、
併せて農作業や道路通
行が安全安心に行える
ようにすることを目的
とする。 
 
 

○本事業 
事業費 ：4,840.7百万円 
工期   ：H24～R6(13年) 
受益面積：1597.5ha 
事業量     
・農業用用排水路工 
(木柵工) 
          L=76,951m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和2年度末進捗率：64％ 
（事業費ベース）  
  
（年平均進捗率：7％） 
 
 
 
 
 

・受益面積は、事業採択
時（平成24年）の1604.1ha
から農地転用により現在
は1597.5haへ減少してい
る。 
 
 
 
 
 
 
 

B/C＝1.04  
  
費用対効果の要
因の大きな変化
なし。 
 
 
 
 
 
 

（コスト縮減） 
 
・掘削土は盛土と
して流用し、現場
外への搬出（残土
処分）は最小限に
とどめる。 
 
・木柵工による護
岸整備を採用する
ことで、県内 
 間伐材の有効活
用を図る。 
 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 

事業採択後、 
10年間経過 
 
 
 
 
 
 

継続  
 （理由） 
当初から事業の
必要性は変わっ
ておらず、国営
事業と一体とな
って事業効果を
発現するもので
あることから事
業を継続した
い。 
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令和３年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 

 （課名： 農山漁村課 ） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営クリーク防災機能保全対策事業 

小城地区 

継続・中止理由 本地区のクリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、

大雨時は洪水を一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減す

る洪水調節機能など、多面的機能を有している。 

しかし、クリーク（土水路）は経年変化や水位変動により法

面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路の通行が危険な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下により湛水被害が発生している状況であ

る。 

このため、これらを解消するために当事業により護岸整備

（木柵工）を平成 24 年度より実施している。 

事業の進捗は、令和２年度末で 68％となっており、営農や

通行における安全性の確保及び湛水被害の防止のためには、事

業の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【総便益】（Ｂ）           １１０,２９６百万円  

 （内 訳）  

  ○作物生産効果           ２７,１９４百万円  

  ○営農経費節減効果        ４,４１７百万円  

  ○維持管理費節減効果      △１,７３３百万円  

  ○災害防止効果      ７２，２０７百万円  

 ○国産農産物安定供給効果  ８，２１１百万円 

  

【総費用】（Ｃ）            ７５，７０２百万円 

  

総費用総便益比（Ｂ/Ｃ）  

１１０，２９６／７５，７０２ ＝  １．４５ 

備  考  
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様式１  
令和３年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
 

番号 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

備考 

 
 
 

県営クリーク防
災機能保全対策
事業 
 
小城地区 
 
事業主体：県 
 
事業地：小城市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本地区のクリークは、
農業用水を貯留・送水す
る機能のほか、大雨時は
洪水を一時的に貯留し、
周辺地域の湛水被害を軽
減する洪水調節機能な
ど、多面的機能を有して
いる。 
しかし、クリーク（土

水路）は経年変化や水位
変動により法面の浸食・
崩壊が進行し、水路内に
土砂が堆積している状況
であり、農作業や隣接道
路の通行が危険な状態で
あるとともに、洪水調節
機能の低下により湛水被
害が発生している状況で
ある。 
 このため、当事業によ
り護岸整備（県産木材に
よる木柵工）を行い、浸
食・崩壊を防止し、一時
貯留機能を回復すること
で湛水被害を防止し、併
せて農作業や道路通行が
安全安心に行えるように
することを目的とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

○本事業 
事業費 ：5,136.4百万円 
工期   ：H24～R6(13年) 
受益面積：2907.6ha 
事業量     
・農業用用排水路工 
(木柵工) 
          L=72,035m 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和2年度末進捗率：68％ 
（事業費ベース）  
  
（年平均進捗率：8％） 
 
 
 
 
 
 
 
 

・受益面積は、事業採択時
（平成24年）の2917.0ha
から農地転用により現在
は2907.6haへ減少してい
る。 
 
 
 
 
 
 
 

B/C＝1.45  
  
費用対効果の要
因の大きな変化
なし。 
 
 
 
 
 
 
 

（コスト縮減） 
 
・掘削土は盛土と
して流用し、現場
外への搬出（残土
処分）は最小限に
とどめる。 
 
・木柵工による護
岸整備を採用する
ことで、県内 
 間伐材の有効活
用を図る。 
 
 
（代替案の検討）  
・特になし 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業採択後、 
10年間経過 
 
 
 
 
 
 
 
 

継続  
 （理由） 
当初から事業の
必要性は変わっ
ておらず、国営事
業と一体となっ
て事業効果を発
現するものであ
ることから事業
を継続したい。 
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  様式イ 

令和３年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 

 （課名：農山漁村課 ） 

 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営クリーク防災機能保全対策事業 

 大詫間地区 

継続・中止理由 本地区のクリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほか、

大雨時は洪水を一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽減す

る洪水調節機能など、多面的機能を有している。 

しかし、クリーク（土水路）は経年変化や水位変動により法

面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路の通行が危険な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下により湛水被害が発生している状況であ

る。 

このため、これらを解消するために当事業により護岸整備

（木柵工）を平成 24 年度より実施している。 

事業の進捗は、令和２年度末で 89％となっており、営農や通

行における安全性の確保及び湛水被害の防止のためには、事業

の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【総便益】（Ｂ）          １９，４０９百万円  

 （内 訳）  

  ○作物生産効果          ４，４８６百万円 

 ○営農経費節減効果        ７０３百万円 

  ○維持管理費節減効果      △７５９百万円 

 ○災害防止効果     １４，４１８百万円 

  ○国産農産物安定供給効果   ５６１百万円 

  

【総費用】（Ｃ）           １３，８７３百万円  

   

総費用総便益比（Ｂ/Ｃ）  

１９，４０９／１３，８７３ ＝  １．３９  

 

備  考  

35



様式１  
令和３年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
 

番号 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

備考 

 
 
 

県営クリーク防
災機能保全対策
事業 
 
大詫間地区 
 
事業主体：県 
 
事業地：佐賀市
川副町 

 本地区のクリークは、
農業用水を貯留･送水す
る機能のほか大雨時は洪
水を一時的に貯留し、周
辺の湛水被害を軽減する
洪水調節機能など多面的
機能を有している。 
 しかし、クリーク(土
水路)は経年変化や水位
変動により法面の浸食･
崩壊が進行し、水路内に
土砂が堆積している状況
であり、農作業や隣接道
路の通行が危険な状態で
あるとともに、洪水調節
機能の低下により湛水被
害が発生している状況で
ある。 
 このため、当事業によ
り護岸整備(県産木材に
よる木柵工)を行い、浸
食･崩壊を防止し、一時
貯留機能を回復すること
で湛水被害を防止し、併
せて農作業や道路通行が
安全安心に行えるように
することを目的とする。 
 
 
 
 
 
 

○本事業 
事業費 ：1,749.2百万円 
工期   ：H24～R5(12年) 
受益面積：471.0ha 
事業量     
・用排水路工(護岸(木柵
工)、浚渫) 
          L=24,448m 
 

令和２年度末進捗率：
89％ 

（事業費ベース）  
  
（年平均進捗率：10％）  
 
 
 
 
 
 
 
 

・受益面積は、事業採択
時（平成24年）の471.2ha
から農地転用により現在
は471.0haへ減少してい
る。 
 
 
 
 
 
 
 

B/C＝1.39  
  
費用対効果の要
因の大きな変化
なし。 
 
 
 
 
 
 
 

（コスト縮減） 
  
・浚渫土は盛土と
して流用し、現場
外への搬出(残土
処分)は最小限に
とどめる。 
・木柵工による護
岸整備を採用する
ことで、県内間伐
材の有効活用を図
る。 
 
（代替案の検討）  
・特になし 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業採択後、 
10年間経過 
 
 
 
 
 
 
 

継続  
 （理由） 
当初から事業

の必要性は変わ
っておらず、国
営事業と一体と
なって事業効果
も変わらず発現
するものである
ことから事業を
継続したい。 
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  様式イ 

令和３年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 

 （課名：農山漁村課 ） 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営クリーク防災機能保全対策事業 

 千代田中央３期地区 

継続・中止理由  本地区のクリークは、農業用水を貯留・送水する機能のほ

か、大雨時は洪水を一時的に貯留し、周辺地域の湛水被害を軽

減する洪水調節機能など、多面的機能を有している。 

しかし、クリーク（土水路）は経年変化や水位変動により法

面の浸食・崩壊が進行し、水路内に土砂が堆積している状況で

あり、農作業や隣接道路の通行が危険な状態であるとともに、

洪水調節機能の低下により湛水被害が発生している状況であ

る。 

このため、これらを解消するために当事業により護岸整備

（木柵工）を平成 24 年度より実施している。 

事業の進捗は、令和２年度末で 94％となっており、営農や

通行における安全性の確保及び湛水被害の防止のためには、事

業の継続が必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【総便益】（Ｂ）           ４４，９７４百万円  

 （内 訳）  

  ○作物生産効果          ６，７４８百万円 

  ○営農経費節減効果      ２，１１２百万円 

  ○維持管理費節減効果    △１，３１２百万円 

  ○災害防止効果     ３６，５３６百万円  

○国産農産物安定供給効果   ８９０百万円 

  

【総費用】（Ｃ）           ２６，５５９百万円  

   

総費用総便益比（Ｂ/Ｃ）  

４４，９７４／２６，５５９ ＝  １．６９  

 

備  考  
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様式１  
令和３年度再評価対象事業箇所 （事業採択後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
 

番号 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

備考 

 
 
 

県営クリーク
防災機能保全
対策事業  
  
千代田中央３
期地区  
  
事業主体：県  
  
事業地：神埼市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本地区のクリークは、
農業用水を貯留・送水す
る機能のほか、大雨時は
洪水を一時的に貯留し、
周辺地域の湛水被害を
軽減する洪水調節機能
など、多面的機能を有し
ている。 
しかし、クリーク（土

水路）は経年変化や水位
変動 に よ り法 面 の浸
食・崩壊が進行し、水路
内に土砂が堆積してい
る状況であり、農作業や
隣接道路の通行が危険
な状態であるとともに、
洪水調節機能の低下に
より湛水被害が発生し
ている状況である。 
 このため、当事業によ
り護岸整備（県産木材に
よる木柵工）を行い、浸
食・崩壊を防止し、一時
貯留機能を回復するこ
とで湛水被害を防止し、
併せて農作業や道路通
行が安全安心に行える
ようにすることを目的
とする。 
 

○本事業 
事業費  ：1,808.5百万円 
工期   ：H24～R4(11年) 
受益面積：634.5ha 
事業量     
・農業用用排水路工 
（木柵工） 
          L=25,882m 
 
 
 
 

令和2年度末進捗率：94％ 
（事業費ベース）  
  
（年平均進捗率：9％）  
 
 
 
 
 
 
 

・受益面積は、事業採択
時（平成24年）の636.4ha
から農地転用により現在
は634.5haへ減少してい
る。 
 
 

B/C＝1.69  
  
費用対効果の要
因の大きな変化
なし。 
 
 
 
 
 
 

（コスト縮減） 
 
・掘削土は盛土と
して流用し、現場
外への搬出（残土
処分）は最小限に
とどめる。 
 
・木柵工による護
岸整備を採用する
ことで、県内間伐
材の有効活用を図
る。 
 
 
（代替案の検討） 
・特になし 
 
 

事業採択後、 
10年間経過 
 
 
 
 
 
 

継続  
 （理由） 
当初から事業の
必要性は変わっ
ておらず、国営
事業と一体とな
って事業効果を
発現するもので
あることから事
業を継続した
い。 
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  様式イ 

令和３年度公共事業再評価諮問箇所「継続・中止」理由書等 

 

 （課名：農山漁村課） 

事 業 名 

（路河川等名） 

県営地盤沈下対策事業 

（佐賀中部地区） 

継続・中止理由  本事業は、地下水の汲み上げに起因する地盤沈下の進行によ

り、水路の機能低下や排水不良が生じている地域の、農業用水

路の機能復旧及び湛水被害の解消のための排水改良を行うも

ので、基幹的施設を国営事業で、その末端施設を県営事業で整

備している。 

 農業・農村を取り巻く情勢が大きく変化する中で、将来にわ

たり農業・農村を持続的に発展させていくためには、所得向上

を図るなど「稼げる農業」の確立が求められているが、このた

めには、農業用水の安定供給や排水条件の整備が不可欠である

ことから、今後とも本事業の継続は必要である。 

Ｂ／Ｃの 

算出方法 

【妥当投資額】（Ｂ）      １０５，０４７百万円  

      （６，６６０／０．０６３４ 百万円） 

 （内 訳）  

  ○作物生産効果          １，７６４百万円 

  ○更新効果          ２，０９４百万円 

  ○災害防止効果      ２，８０２百万円  

○還元率         ０．０６３４ 

  

【総事業費】（Ｃ）         ９７，４４０百万円  

   

投資効率（Ｂ/Ｃ）  

１０５，０４７／９７，４４０ ＝  １．０８  

 

 

備  考  
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様式２  
令和３年度再評価対象箇所    （再評価実施後、一定期間（5年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 
（対象：平成２８年度再評価実施箇所） 

番号 項目 
事 業 名 
(路･河川名等) 

事 業 目 的 事 業 概 要 
事業の進捗状

況 
事業を巡る社会経済 
情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 
の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 
等 の 可 能 性 

再評価理由 
対応方針 
(事業課案) 

 
 
 

再評価 
時点 
 
Ｈ２８ 

県営地盤沈下対
策事業 
佐賀中部地区 
 
事業主体：県 
事業地：佐賀市

外１市 

 佐賀中部地域は、
国営嘉瀬川農業水
利事業等により幹
線水路が造成され
ているが、地下水の
汲み上げに起因す
る地盤沈下が進行
し、水路の機能低下
や排水不良が生じ
ている。 
 このため、国営総
合農地防災事業佐
賀中部地区の末端
整備として、用水施
設の通水機能を回
復するとともに、排
水不良の解消を図
り、農業経営の安定
化をと国土保全を
図る。 

全体事業費：138.9億円 
工期   ：H3～H33 
受益面積 ：9,391.4ha 
事業量 
・用水路 L=24.7km 
・排水路 L=31.3km 
・排水機場 3ヶ所 

平成27年度末
進捗率：86％ 
 
年平均進捗
率：3.4％ 
 

前回再評価時以後、集落で農業経営を共同で
行う“集落営農組織”は大幅な変化はない。 
（平成27年度時点で156団体） 
なお、事業実施時点との比較では、集落営農

組織への個別農家の集約等に伴い、農家戸数
（経営体数）としては大幅に減少している。 
（関係２市の農家戸数） 

項目 H2 H22 H27 変動率 
総農家数（農業
経営体数） 

11,073 2,839 2,643 24% 

うち65歳以上 1,802 1,096 1,100 61% 
経営規模別 
農家戸数 

    

1ha未満 5,156 1,515 1,471 29% 
1～2ha 3,382 520 523 15% 
2～3ha 1,779 180 180 10% 
3ha以上 756 624 469 62% 

 

 前回再評価時
点より事業費は
増額したが、妥当
投資額は減少し
た。 
 
事業費：
93,692,737千円 
妥当投資額： 
100,905,228千円 
B/C＝1.08 
 
（事業費は、支出
済み換算係数を
乗じて算出し
た。） 

 水路掘削残土を
埋戻土として再利
用したり、用水路
工において新工法
（樹脂塗装）を活
用し、既存施設を
利用可能としたり
するなど、コスト
縮減を図ってお
り、今後も対応可
能なものについて
は、随時取り組ん
でいく。 

再評価実施後5年
が経過 

継続 
理由：今日、担
い手の育成な
ど、新たな水田
農業の確立が
求められてい
るが、このため
には、農業用水
の安定供給や
排水条件の早
期整備が不可
欠であること
から、今後とも
本事業の継続
は必要である。 

現時点 
 
Ｒ３ 

  全体事業費：156.5億円 
工期   ：H3～R8 
受益面積 ：9,391.4ha 
事業量 
・用水路 L=26.1km 
・排水路 L=31.5km 
・排水機場 3ヶ所 

令和2年度末
進捗率： 
88％ 
 
年平均進捗
率：2.9％ 

 前回再評価時以後、8つの集落営農組織が合
併して法人化したことから、集落営農組織数が
減少している。（令和2年度時点で149団体） 
 なお、事業実施時点との比較では、集落営農
組織への個別農家の集約等に伴い、農家戸数
（経営体数）としては大幅に減少している。 
（関係２市の農家戸数） 

項目 H2 H27 R2 変動率 
総農家数（農業
経営体数） 

11,073 2,643 2,617 24% 

うち65歳以上 1,802 1,100 1,462 81% 
経営規模別 
農家戸数 

    

1ha未満 5,156 1,471 1,179 23% 
1～2ha 3,382 523 538 16% 
2～3ha 1,779 180 205 12% 
3ha以上 756 469 695 92% 

 

前回再評価時
点より事業費及
び妥当投資額と
もに増加した。 
 
事業費：
97,440,115千円 
妥当投資額： 
105,046,656千円 
B/C＝1.08 
 
（事業費は、支出
済み換算係数を
乗じて算出し
た。） 
 
 
 

（コスト縮減） 
・水路掘削残土を
埋戻土として再利
用する。 
・用水路工におい
て新工法（管水路
の内面更生）を活
用し、既存施設を
利用可能とする。 
 
（代替案の検討） 
・特になし 

再評価実施後5年
が経過 

継続 
理由：当初から
事業の必要性
は変わってお
らず、国営事業
と一体となっ
て事業効果を
発現するもの
であることか
ら事業を継続
したい。 

理由等 
 
 

 
 
 

  
○全体事業費について
は、事業量の変更や物
価変動等による見直し
により増加した。 
 
○工期については、残
事業の施工計画に基づ
き決定した。 

 
○年平均進捗
率は、全体事
業費の増加に
伴い減少し
た。 

 
○関連事業である国営佐賀中部総合農地防災
事業（H2～H22）の事業完了に加え、本事業の
相当部分が進捗したことにより、農業生産条件
の整備が整い、農地の流動化・集団化が進展し
た。 
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